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学習指導要領関連資料 

広島県　教育に関する大綱 

広島版「学びの変革」アクション・プラン（概要版） 

「広島県の 15 歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力を育むために」 

令和６年度　主要施策の概要 

資料一覧 

 

 

 

資　料　

第５章 教職員としての在り方

参考　広島県教育情報の提供 
○　ホットライン教育ひろしま　　○　広島県立教育センター  Ｗｅｂページ 
○　広報紙「くりっぷ」　　　　　○　広島県教育委員会　公式ＳＮＳ

第４章 学校経営改革の推進

 
法令等の略称については、本文中説明のあるものを除き、次の法令等を示しています。 

憲法……………………　日本国憲法 
学教法…………………　学校教育法 
学教法施規……………　学校教育法施行規則 
地自法…………………　地方自治法 
地教行法………………　地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
国公法…………………　国家公務員法 
地公法…………………　地方公務員法 
教特法…………………　教育公務員特例法 
給特法…………………　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 
地公企法………………　地方公営企業法 
地公労法………………　地方公営企業等の労働関係に関する法律 
人規……………………　人事院規則 

給与条例………………　職員の給与に関する条例 
給与支給規則…………　職員の給与の支給に関する規則 
市町職員給与等条例…　市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 
市町職員給与等規則…　市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の実施に関する規則 
給特条例………………　県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例 
特勤条例………………　職員の特殊勤務手当に関する条例 
旅費条例………………　職員の旅費に関する条例 
勤務時間等条例………　職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 
勤務時間等規則………　職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 
職専免条例……………　職務に専念する義務の特例に関する条例 
職専免規則……………　職務に専念する義務の特例に関する規則 
ながら条例……………　職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 

行実……………………　行政実例 

（法文の引用について：§の後の「算用数字は条」、「丸数字は項」を表している。） 
（例）地公法§39②　…………　地方公務員法第 39 条第２項 
　　　教特法§25 の 2①　……　教育公務員特例法第 25 条の２第１項

※　本文中の「小学校」は、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部、「中学校」は、義務教育学校の
後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校中学部、「高等学校」は、中等教育学校の後期課程及び
特別支援学校高等部を含みます。


